
 

 

君津市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  国は、ここ２０年間で使用目的のない空家が１．９倍に増加し、今後も増加す

ることが見込まれるとして、本年６月に空家対策を強化するため、空家等対策の

推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）の一

部を改正し、１２月から施行する。 

この改正では、空家等の所有者等の責務を強化するほか、特定空家になる恐れの

ある管理不全空家に対して市町村が指導できるなどの規定が追加された。 

一方、本市では、法の規定に基づき平成３１年３月に作成した君津市空家等対策

計画の計画期間が本年度で終了することから、来年度からの新たな計画を法改正や

社会情勢の変化に対応したものとする予定である。 

これらの状況を踏まえ、本市においても増加傾向にある空家への対策を強化して

いくことを明記するとともに、そのためのそれぞれの立場に応じた責務や役割を新

たに規定するため、君津市空家等の適切な管理に関する条例（平成３０年君津市条

例第３６号）の一部を改正しようとするもの。 

併せて、法改正に伴う規定の整理を行う。 

 

２ 改正の内容 

(1) 改正の趣旨を踏まえ、題名及び条例の趣旨を改める。（題名、第１条） 

(2) 市、所有者等及び事業者等の責務並びに市民の役割を規定する。（第４条、第５ 

 条、第６条及び第７条） 

(3) 法の一部改正に伴う引用条文の整理をする。（第９条、第１０条及び第１１条） 

※ 詳細は別紙新旧対照表のとおり 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
２

６
年
法
律
第
１
２
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
空

家
等
に
関
す
る
対
策
の
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
２

６
年
法
律
第
１
２
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
空

家
等
の
適
切
な
管
理

 
 
 
 
  
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
市
の
責
務
）
 

第
４
条
 
市
は
、
法
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
空
家
等
対
策
計
画

に
基
づ
き
、
空
家
等
の
発
生
抑
制
、
適
切
な
管
理
及
び
有
効
活
用
（
空
家
等
の
跡

地
の
活
用
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
対
策
（
以
下
「
空
家
等
対
策
」
と

い
う
。
）
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
は
、
空
家
等
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と

す
る
。
 

３
 
市
は
、
所
有
者
等
及
び
事
業
者
等
（
不
動
産
業
、
建
設
業
そ
の
他
空
家
等
の
活

用
に
関
わ
る
事
業
を
営
む
者
及
び
関
係
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
空
家
等

の
適
切
な
管
理
及
び
有
効
活
用
の
取
組
に
対
し
、
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と

す
る
。
 

 

（
所
有
者
等
の
責
務
）
 

第
５
条
 
所
有
者
等
は
、
空
家
等
対
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
空
家
等
の
適
切

な
管
理
及
び
利
用
す
る
予
定
の
な
い
空
家
等
の
有
効
活
用
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 

（
事
業
者
等
の
責
務
）
 

第
６
条
 
事
業
者
等
は
、
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
空
家
等
が
周
辺
の
生
活
環
境

に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
自
ら
の
責
任
及
び
負
担
に
お
い
て
必
要
な
措
置

を
講
じ
、
当
該
空
家
等
を
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 



２
 
事
業
者
等
は
、
事
業
活
動
を
通
じ
、
空
家
等
の
有
効
活
用
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。
 

（
市
民
の
役
割
）
 

第
７
条
 
市
民
は
、
空
家
等
対
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
管
理
が
行
わ

れ
て
い
な
い
空
家
等
を
発
見
し
た
と
き
は
、
市
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
軽
微
な
安
全
措
置
）
 

（
軽
微
な
安
全
措
置
）
 

第
８
条
 
省
略
 

第
４
条

 
省
略
 

（
緊
急
代
行
措
置
）
 

（
緊
急
代
行
措
置
）
 

第
９
条
 
市
長
は
、
法
第
２
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
助
言
若
し
く
は
指
導
又
は

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
空
家
等
の

所
有
者
等
か
ら
こ
れ
ら
に
係
る
措
置
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
申
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
に
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
緊
急
に
当
該
措

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
を
特

定
空
家
等
の
所
有
者
等
が
負
担
す
る
こ
と
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い

て
特
定
空
家
等
の
所
有
者
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

第
５
条

 
市
長
は
、
法
第
１
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
助
言
若
し
く
は
指
導
又
は

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
定
空
家
等
の

所
有
者
等
か
ら
こ
れ
ら
に
係
る
措
置
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
申
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
に
正
当
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
緊
急
に
当
該
措

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
す
る
費
用
を
特

定
空
家
等
の
所
有
者
等
が
負
担
す
る
こ
と
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い

て
特
定
空
家
等
の
所
有
者
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

２
 
省
略
 

２
 
省
略
 

（
公
表
）
 

（
公
表
）
 

第
１
０
条

 
市
長
は
、
法
第
２
２
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
特
定

空
家
等
の
所
有
者
等
が
正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
６
条

 
市
長
は
、
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
特
定
空

家
等
の
所
有
者
等
が
正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
)～

(3
) 
省
略
 

(1
)
～

(3
) 
省
略
 

２
 
省
略
 

２
 
省
略
 

（
警
察
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
）
 

（
警
察
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
携
）
 

第
１
１
条

 
市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め

第
７
条

 
市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る



る
と
き
は
、
警
察
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
提
供

し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
 

と
き
は
、
警
察
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
提
供
し
、

必
要
な
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 
省
略
 

(1
) 
省
略
 

(2
) 

特
定
空
家
等
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
 
法
第
２
２
条
第
１
項

に
規
定
す
る
助
言
若
し
く
は
指
導
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は

同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
内
容
 

(2
) 

特
定
空
家
等
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
 
法
第
１
４
条
第
１
項

に
規
定
す
る
助
言
若
し
く
は
指
導
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
又
は

同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
内
容
 

（
君
津
市
空
家
等
審
議
会
）
 

（
君
津
市
空
家
等
審
議
会
）
 

第
１
２
条
 
省
略
 

第
８
条

 
省
略
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
１
３
条
 
省
略
 

第
９
条

 
省
略
 

 
 

 


